
明
治
初
年
越
前
大
一
撲

に
つ
い
て
(
下
)

中そ
心の
に経

|過
と
特
質
の
解
明
を

上

7 

五
大
一
授
の
要
求
と
攻
撃
対
象

一
授
側
が
掲
げ
る
主
た
る
要
求
と
し
て
は
、
前

述
の
通
り
「
三
ケ
条
の
願
書
」
が
大
野
郡
で
は
三

月
七
日
に
差
出
さ
れ
、
翌
八
日
に
は
「
敦
賀
県
天

野
少
属
」
の
名
に
お
い
て
一
旦
許
容
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
要
求
の
具
体
内
容
は
、
三
月
十

一
日
の
寺
嶋
権
参
事
・
村
田
参
事
よ
り
史
官
あ
て

「
管
下
大
野
郡
土
民
騒
擾
御
届
」
に
よ
る
と
、

①
一
、
耶
蘇
宗
拒
絶
之
事

②
一
、
真
宗
説
法
再
興
之
事

③
一
、
学
校
ニ
洋
文
ヲ
廃
ス
ル
事

の
三
ケ
条
の
ほ
か
に
、
関
連
諸
条
項
と
し
て
、

④
ム
朝
廷
耶
蘇
教
ヲ
好
ム

①
ム
断
髪
洋
服
耶
蘇
ノ
俗
ナ
リ

@
ム
三
条
ノ
教
則
ハ
耶
蘇
ノ
教
ナ
リ

①
ム
学
校
ノ
洋
文
ハ
耶
蘇
ノ
文
ナ
リ

@
ム
地
券
ヲ
厭
棄
シ
諸
簿
冊
灰
燈
ト
シ

上

明
治
初
年
越
前
大
一
撲
に
つ
い
℃
(
下
)

夫

新
暦
ヲ
奉
セ
ス①

 

等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
も
こ
れ
ら
と
同
じ
内
容
の
要
求
は
、
今
立

・
坂
井
両
郡
と
も
そ
れ
ぞ
れ
一
授
蜂
起
の
過
程
の

な
か
で
十
三
日
農
民
代
表
に
よ
り
差
出
さ
れ
た

が
、
官
憲
の
兵
威
を
背
景
と
し
た
強
硬
な
態
度
に

よ
り
い
ず
れ
も
全
面
的
に
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
計
九
つ
の
条
文
の
う
ち
、
宗

教
上
の
護
法
的
な
も
の
は
、
①
・
②
・
@
・
⑤

で
、
他
の
@
・
①
・
①
・
@
・
①
は
い
ず
れ
も
明

治
政
府
が
強
引
に
推
進
す
る
新
政
策
に
対
す
る
反

対
抗
議
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
も
①
・
④
・

①
・
@
・
⑦
の
五
つ
の
条
文
に
は
い
ず
れ
も
「
耶

蘇
」
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
前
述
の
通
り
こ
の

一
挨
の
直
接
の
発
端
に
寺
院
側
の
大
き
な
働
き
か

け
が
み
ら
れ
る
以
上
、
か
れ
ら
が
護
法
的
立
場
か

ら
民
心
を
掌
握
す
る
便
法
と
し
て
「
耶
蘇
」
の
語

を
機
会
あ
る
ご
と
に
喧
伝
し
て
い
た
こ
と
と
も
関

連
し
て
、
か
か
る
要
求
条
項
の
な
か
で
は
「
耶

蘇
」
の
教
儀
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な

く
、
単
に
「
反
対
す
べ
き
も
の
」
と
か
「
好
ま
し

か
ら
ざ
る
も
の
」
と
い
う
嫌
悪
意
識
の
表
現
と
し

て
用
い
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て

「
耶
蘇
ノ
教
ナ
リ
」
と
か
「
耶
蘇
ノ
文
ナ
リ
」
は

① 
ム

司
ヨ
「
好
ま
し
く
な
く
て
反
対
で
あ
る
」
旨
の
異
っ
た

一
表
現
と
み
て
差
支
え
な
い
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
条
文
の
う
ち
、
ま
ず
護
法
上
の

要
求
で
と
く
に
重
要
な
の
は
、
②
の
「
説
法
」
再

興
の
件
と
、
@
の
「
三
条
ノ
教
則
」
を
勧
め
る
教

導
職
の
設
置
反
対
で
あ
る
。
「
説
法
」
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
六
年
一
月
、
足
羽
県
庁
よ
り
「
近
来

僧
侶
私
ニ
平
民
之
宅
ヲ
借
受
許
可
ヲ
不
受
シ
テ
狸

ニ
仏
法
談
儀
候
者
有
之
哉
ニ
相
聞
エ
不
都
合
之
至

ニ
候
、
自
今
社
寺
ハ
勿
論
平
民
之
居
宅
ニ
於
テ
多

少
ニ
不
拘
男
女
招
集
メ
私
ニ
説
教
致
候
儀
堅
ク
令

禁
止
侯
、
僧
民
共
心
得
違
無
之
蛇
度
御
布
達
之
御

②
 

趣
旨
可
相
守
候
事
」
と
の
厳
し
い
禁
止
令
が
出
た

矢
先
で
も
あ
り
、
寺
院
や
門
徒
に
と
っ
て
は
甚
だ

耐
え
難
い
も
の
が
あ
る
と
思
考
さ
れ
、
一
方
教
導

職
の
設
置
は
、
僧
侶
側
か
ら
は
廃
合
寺
に
よ
り
「

①
 

糊
口
ノ
種
子
ヲ
失
ハ
ン
ヲ
恐
レ
」
る
生
活
権
の
問

題
に
大
き
な
関
心
が
集
中
し
、
ま
た
一
般
の
門
徒

の
聞
に
も
、
信
仰
感
情
を
害
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
教
部
省
に
よ
る
強
引
な
教
化
政
策
H
H

庁
朝
旨

遵
守
の
強
制
H

に
少
な
か
ら
ざ
る
反
発
を
醸
し
た

こ
と
は
容
易
に
推
量
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
護
法
上
の
問
題
と
は
全
く
無
関
係
の

@
の
「
学
校
」
①
の
「
断
髪
・
洋
服
」
⑦
の
「
洋

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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文
」
③
の
「
地
券
」
①
の
「
新
暦
」
は
、
い
ず
れ

も
明
治
政
権
の
新
政
策
に
、
か
か
る
も
の
で
あ
る
だ

け
に
、
旧
来
の
種
々
慣
習
的
な
も
の
や
諸
制
度
を

廃
棄
し
て
一
挙
に
新
規
な
も
の
に
切
替
え
ん
と

す
る
さ
い
に
お
き
た
反
動
的
一
授

l
|官
員
の
諸

報
告
で
は
「
何
レ
モ
開
化
ヲ
忌
詳
ス
ル
ヨ
リ
出
ル

@
 

也
」
と
す
る
な
ど
、
専
ら
頑
民
と
し
て
の
守
旧
性

の
み
を
強
調
す
る
が
|
|
と
す
る
見
解
が
一
般
に

行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
さ
い
さ
ら
に
突
込
ん
で

検
考
す
べ
き
は
、
一
段
鎮
圧
の
段
階
で
三
月
二
十

二
一
日
村
田
参
事
が
区
戸
長
か
ら
「
七
ケ
条
の
誓
書

」
(
後
述
)
を
徴
し
で
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の

条
文
も
す
べ
て
明
治
政
権
の
新
政
策
に
よ
る
点
か

ら
み
て
、
も
と
も
と
一
挨
側
は
乙
の
諸
政
策
に
は

真
向
か
ら
反
対
し
た
こ
と
を
裏
書
す
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
も
県
当
局
日
政
府
は
こ
れ
ら
の
反
対
要

求
を
一
切
認
め
な
い
ば
か
り
か
、
一
授
蜂
起
の
過

程
で
一
旦
許
容
し
た
「
三
ケ
条
の
願
書
」
(
前

述
)
ま
で
取
消
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
条
文
の
な
か
で
と
く
に
注
目

す
べ
き
は
、
地
券
調
書
類
の
提
出
と
石
代
の
上
納

が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
地
券
厭
棄
の
表
明
は
大
野
町

の
元
足
羽
県
支
庁
の
焼
打
ー
ー
そ
の
た
め
地
券
書

類
は
一
切
焼
失
し
た
が
ー
ー
ー
に
み
ら
れ
、
ま
た
県

に
よ
る
石
代
上
納
の
督
促
は
、
一
方
に
お
い
て
農

民
に
対
す
る
苛
酷
な
石
代
米
価
の
決
定
が
大
き
な

不
満
の
的
と
な
っ
て
い
た
乙
と
を
物
語
る
も
の
で

あ
る
。従

っ
て
乙
れ
ら
「
地
券
」
や
「
石
代
」
の
件
は

い
ず
れ
も
農
民
に
過
重
負
担
を
強
制
す
る
県
当
局

U
政
府
の
政
策
に
由
来
す
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な

と
こ
ろ
が
一
方
に
於
て
、
一
授
側
の
要
求
の
真

意
が
如
何
な
る
も
の
か
は
、
蜂
起
の
段
階
で
現
実

の
行
動
に
示
さ
れ
た
攻
撃
対
象
に
視
点
を
据
え
る

こ
と
に
よ
り
愈
々
そ
の
明
瞭
さ
を
加
え
る
。

大
野
・
今
立
両
郡
に
お
け
る
攻
撃
対
象
は
表
団

・
ゅ
の
通
り
で
あ
る
が
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
は

一
授
の
鉾
先
が
明
治
絶
対
主
義
政
権
の
支
配
機
構

⑦
 

の
末
端
組
織
で
あ
る
区
長
・
戸
長
や
教
導
職
寺
院

で
あ
り
、
さ
ら
に
明
治
政
府
川
県
当
局
に
協
力
的

①
 

立
場
を
と
る
豪
農
・
豪
商
1

1
か
れ
ら
は
こ
の
種

統
治
機
構
に
よ
り
自
己
の
権
益
が
擁
護
さ
れ
た
た

め
、
他
方
い
か
な
る
協
力
を
も
惜
し
ま
な
か
っ
た

と
い
え
る
が
ー
ー
が
徹
底
し
た
打
ち
乙
わ
し
の
羽

目
に
会
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
破
設
の
限
り
を
つ
く
さ
れ
た
商
法
会
社
に

し
て
も
、
も
と
も
と
明
治
政
府
が
勧
商
策
の
推
進

の
た
め
設
立
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
運
営
面
で
は

旧
大
野
藩
時
代
の
産
物
所
の
制
度
を
踏
襲
し
て
お

表(3 ) 

郡 町 村攻撃対象日E潟 加盟虻 備考

大 野 町 元 足 羽 県 支 庁 3. 6 放火 地券書給類禄一切、フじ大野県焼士
]友卒 高明細帳など失

大ド大拙吋前グ グ
ヂ 内 山 良 次 郎 士 ヂ|グ

木菖蒲ノ本池村村杉本 弘 6郡5区中総戸 庁

正津孫 1郎 p判。
野大野町布真川宗教源願兵衛寺 63区戸豆 グ 破 致

グ 権 司 ! l 導 グ グ
グ 商 法 会 社 グ グ

郡グ佐々木修 64区戸長ヂ ヂ 家屋は破く壊しなかったが什
器は悉破段する

一一日一||高:街I布札告場掲示及所び ゲれ ゲれ

(大野郡)一 授 の 攻 撃 対 象

16年5月11日・寺嶋権参事・村田参事より史官あて報告J( ~奏上簿』
所収)より作製。

、t
F
J注

/
a

、、
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り
、
♂
官
員
が
会
社
と
緊
密
に
結
び
つ
き
、
会
社
を

経
営
す
る
特
権
的
大
商
人
に
多
額
の
資
金
を
貸
与

し
た
り
、
ま
た
は
商
社
札
を
発
行
さ
せ
て
、
こ
れ

を
商
業
資
金
と
し
て
諸
種
の
物
産
を
買
占
め
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

一
方
会
社
を
通
さ
な
い
物
産
の
移
出
を
禁
止
す

る
な
ど
自
由
な
商
品
流
通
を
お
さ
え
、
生
産
者
や

一
般
商
人
に
厳
し
い
統
制
を
加
え
た
た
め
、
明
治

三
年
十
一
且
の
「
松
代
一
授
」
に
も
み
ら
れ
る
通

り
、
と
く
に
諸
物
産
の
直
接
生
産
者
層
か
ら
大
き

な
不
満
を
招
く
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
内
山
良
次
郎
(
良
休
・
七
郎
右
衛
門
)
の

居
宅
が
破
却
・
焼
打
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
幕
末
に

お
け
る
大
野
藩
の
財
政
建
直
し
の
た
め
に
、
国
産

の
領
外
販
売
に
よ
る
金
銀
正
貨
の
獲
得
を
め
ざ

じ
、
大
坂
を
は
じ
め
各
地
に
大
野
屋
を
開
設
し
て

大
い
に
利
益
を
あ
側
、
多
年
の
宿
債
を
一
挙
に
返

済
す
る
と
い
う
実
効
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
か

か
る
地
元
の
殖
産
興
業
に
注
目
す
べ
き
足
跡
を
残

し
た
彼
が
、
徹
底
的
な
打
ち
こ
わ
し
の
対
象
と
な

っ
た
の
は
、
一
方
に
お
い
て
諸
物
産
の
直
接
生
産

者
の
少
な
か
ら
ざ
る
犠
牲
の
う
え
で
藩
財
政
の
建

直
し
を
強
行
し
た
こ
と
に
対
す
る
宿
怨
が
、
相
当

根
強
く
は
び
こ
っ
て
い
た
の
を
如
実
に
物
語
る
も

上

明
治
初
年
越
前
大
一
撲
に
つ
い
て
〈
下
) の

と
云
え
よ
う
。

た
だ
問
題
は
、
「
奏
上
簿
』
所
収
の
「
九
日
・

石
川
雪
大
野
ヨ
リ
帰
庁
報
告
」
の
な
か
に
、
「
愚

民
ノ
動
揺
ノ
機
ニ
乗
ジ
別
ニ
好
暴
ノ
徒
私
怨
ヲ
遂

ル
ノ
説
ア
リ
」
と
す
る
密
報
を
載
せ
、
旧
藩
で
内

山
七
郎
右
衛
門
が
登
用
さ
れ
て
藩
政
改
革
の
実
施

に
当
り
、
元
家
老
小
林
元
右
衛
門
、
問
権
六
ら
が

遂
に
剥
庭
せ
ら
れ
、
「
其
怨
欝
滞
機
会
ヲ
得
テ
宿

恨
ヲ
散
セ
ン
事
」
を
欲
し
、
土
冠
蜂
起
の
時
に
乗

じ
、
同
謀
の
者
と
語
ら
い
種
々
無
根
の
謀
言
を
放

ち
「
土
冠
ノ
首
魁
ヲ
縛
セ
シ
メ
タ
ル
ハ
内
山
ノ
教

ヘ
シ
ナ
リ
」
な
ど
云
い
ふ
=
り
し
て
煽
動
し
た
た

め
、
終
に
内
山
邸
宅
や
そ
の
倉
庫
ま
で
破
却
・
放

火
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
確
か
に
彼
が
藩
政
担
当
者
の

聞
か
ら
私
怨
を
招
く
よ
う
な
側
面
の
あ
っ
た
こ
と

は
否
定
し
得
な
い
に
し
て
も
、
幕
末
か
ら
明
治
初

年
に
か
け
て
の
大
野
屋
設
置
や
産
物
所
を
基
軸
と

す
る
殖
産
興
業
が
、
地
元
生
産
者
の
利
益
を
も
一

応
容
認
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
、
二
名
の

謀
言
で
徹
底
的
な
打
ち
乙
わ
し
の
憂
自
に
会
う
と

は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
焼
打
を
受
け
た
豪
商
大
坂
屋
七
太
郎
は
、

も
ち
ろ
ん
特
権
商
人
と
し
て
の
特
質
を
備
え
る
も

の
で
あ
る
が
、
五
年
春
大
野
町
に
小
学
校
が
開
設

さ
れ
が
や
、
間
も
な
く
五
百
円
を
校
費
と
し
て
寄

附
す
る
な
ど
、
日
頃
県
当
局
H
政
府
の
施
策
に
対

し
て
極
め
て
協
力
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
の

が
、
町
民
の
反
感
を
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

切っ。
と
こ
ろ
で
攻
撃
対
象
の
う
ち
最
も
注
目
す
べ
き

は
元
足
羽
県
支
庁
で
、
そ
の
保
管
に
か
か
る
地
券

書
類
一
切
と
、
「
元
大
野
県
士
族
卒
給
線
高
明
細

帳
」
な
ど
の
重
要
帳
簿
類
が
悉
く
焼
失
し
た
こ
と

で
あ
る
。

地
券
〔
壬
申
地
券
〕
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
明

治
五
年
(
一
八
七
三
)
二
月
の
土
地
売
買
解
放
令

に
と
も
な
い
土
地
所
有
の
権
利
証
と
し
て
の
役
割

を
果
す
も
の
で
、
敦
賀
県
権
令
藤
井
勉
三
の
名
を

以
て
、
六
年
四
月
二
十
二
日
「
立
錐
鎖
末
ノ
地
ト

雄
モ
人
民
所
有
確
然
タ
ラ
シ
メ
将
来
紛
擾
索
乱
随

テ
争
端
ヲ
開
キ
候
ナ
ド
ノ
弊
害
無
之
タ
メ
厚
キ
御

趣
意
ヲ
以
テ
斯
ル
大
事
業
ヲ
被
為
行
侯
義
二
付
心

得
違
ノ
モ
ノ
無
之
童
相
々
可
致
注
意
臥
と
送
達

ル
ペ
い
る
通
り
、
そ
の
目
的
は
、
来
る
べ
き
地
租

改
正
に
備
え
て
農
民
所
持
地
の
面
積
、
貢
租
、
売

買
地
価
な
ど
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ

っ

た

。

「

そ
こ
で
大
野
郡
下
二
四
八
ケ
村
の
分
に
つ
き
、

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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元
足
羽
県
支
庁
に
分
局
を
設
置
し
、
各
村
取
調
台

帳
、
一
筆
限
帳
の
作
製
を
進
め
ほ
と
ん
ど
出
来
上

っ
た
と
こ
ろ
を
一
授
に
よ
る
放
火
で
、
こ
れ
ら
幸
一
回

⑪
 

類
、
帳
簿
一
切
を
焼
失
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
県
で
は
「
地
券
渡
方
期
限
ノ
義
」
に

つ
き
、
一
授
が
鎮
定
さ
れ
る
ま
で
は
再
調
も
相
運

び
難
い
旨
の
届
書
を
、
十
一
日
租
税
頭
陸
奥
宗
光

あ
て
提
出
(
寺
嶋
権
参
事
・
村
田
参
事
よ
り
「
地

券
諸
書
類
焼
失
ニ
付
期
限
遷
延
届
」
)
、
さ
ら
に

三
十
日
に
は
、
焼
却
に
及
ん
だ
地
券
調
書
類
を
疾

速
補
闘
す
る
よ
う
各
区
戸
副
長
へ
申
付
け
た
旨
、

⑪
 

同
じ
く
陸
奥
宗
光
あ
て
上
申
し
て
い
る
。

な
お
乙
の
大
一
撲
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
地
券

厭
棄
の
件
は
、
そ
の
後
地
租
改
正
の
実
施
段
階
で

当
初
か
ら
農
民
層
の
協
力
が
満
足
に
得
ら
れ
な
か

⑫
 

っ
た
こ
と
に
も
無
関
係
で
は
あ
り
得
ず
、
さ
ら
に

は
十
一
年
以
降
坂
井
郡
な
ど
七
郡
に
わ
た
る
大
規

模
な
地
租
改
正
反
対
運
動
べ
と
高
揚
す
る
事
実
に

対
し
て
は
、
関
連
的
把
握
の
視
角
か
ら
も
改
め
て

十
分
検
討
の
要
が
あ
ろ
う
。

一
方
大
野
町
下
の
高
札
場
や
御
布
告
掲
示
所
ま

で
も
破
開
眼
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
県
当
局
日
政

府
か
ら
の
相
つ
ぐ
天
下
り
的
な
布
達
や
指
令
に
対

す
る
不
満
や
反
対
意
志
の
表
明
に
外
な
ら
ず
、
乙

の
大
一
撲
の
特
質
的
な
側
面
を
端
的
に
露
呈
し
た

も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

註

①
『
騒
擾
録
』
(
二
四
五
頁
)
で
、
「
三
ケ
条
の

願
書
」
の
関
連
条
項
と
し
て
あ
げ
た
ム
朝
廷
耶
蘇

を
好
み
ム
断
髪
洋
服
は
耶
蘇
の
俗
な
り

A
一二

条
の
教
憲
は
耶
蘇
の
教
な
り
ム
洋
文
は
耶
蘇
の

文
な
り
ム
新
暦
は
耶
蘇
の
暦
な
り
ム
地
券
は

耶
蘇
の
法
な
り
の
い
ず
れ
も
が
、
「
耶
蘇
」
の

語
を
用
い
て
い
る
点
か
ら
も
、
単
に
「
反
対
す
べ

き
も
の
」
と
い
う
嫌
悪
意
識
の
表
現
以
外
の
な
に

も
の
で
も
な
い
こ
と
が
判
る
。

な
お
三
月
二
十
日
の
寺
嶋
権
参
事
・
村
田
参
事

・
藤
井
権
令
よ
り
司
法
卿
江
藤
新
平
あ
て
「
越
前

国
各
郡
暴
挙
ノ
景
況
御
屈
」
で
は
、
前
掲
と
ほ
ぼ

同
じ
内
容
の
諸
要
求
に
加
え
、
ム
主
(
他
百
般
御
新

政
ニ
出
ル
モ
ノ
一
モ
彼
-
フ
ノ
意
ニ
適
セ
ズ
を
あ

げ
て
お
り
、
明
治
政
府
H
県
当
局
の
新
規
政
策
に

ζ

と
ご
と
く
激
し
い
反
発
を
示
す
の
で
あ
る
。

②
『
撮
要
新
聞
』
第
十
一
号
・
附
録
(
明
治
六
年

二
月
)

①
『
撮
要
新
聞
』
第
十
一
号
(
グ
庁
・
三
月
)

④
三
月
七
日
「
支
庁
庶
務
よ
り
本
県
庶
務
課
あ
て

報
告
」
の
な
か
で
「
其
他
地
券
学
校
等
ノ
事
何
レ

モ
開
化
ヲ
忌
詳
ス
ル
ヨ
リ
出
ル
也
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
「
三
ケ
条
の
願
書
」
の
な
か
の
「
学
校
ニ

洋
又
ヲ
廃
ス
ル
事
」
や
、
関
連
諸
条
項
の
な
か
の

「
学
校
ノ
洋
文
ハ
耶
蘇
ノ
文
ナ
リ
」
と
ほ
、
単
に

一
ー
洋
叉
」
反
対
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
か
か
る

翻
訳
調
の
教
科
書
自
体
が
実
学
主
義
を
表
看
板
と

し
た
「
学
制
」
の
本
旨
に
合
致
し
な
い
と
と
や
、

中
貧
農
層
に
と
っ
て
の
教
育
費
の
過
重
負
担
な
ど

「
学
制
」
そ
の
も
の
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る

も
の
と
看
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

事
実
明
治
六
年
五
月
美
作
国
北
条
県
(
岡
山

県
)
で
の
徴
兵
令
や
「
え
た
」
解
放
に
反
対
し
て

お
乙
っ
た
数
万
人
に
上
る
大
一
撲
の
さ
い
、
小
学

校
十
一
校
が
焼
却
、
二
校
が
打
ち
と
わ
さ
れ
た
ζ

と
か
ら
、
尚
子
制
反
対
を
も
企
図
し
て
い
た
の
は
明

白
で
あ
る
。

③
廃
落
問
問
県
後
、
翌
五
年
四
月
に
は
庄
屋
・
名
主

-
年
寄
等
の
旧
村
役
人
を
廃
止
し
て
新
た
に
町
村

に
一
戸
長
・
副
戸
長
を
お
く
こ
と
を
決
め
、
ま
た
同

年
十
月
に
は
行
政
区
間
と
し
て
大
区
・
小
区
の
制

を
設
置
(
同
年
同
月
十
日
大
蔵
省
布
達
第
一
四
六

号
)
し
た
が
、
乙
れ
は
府
県
の
下
に
数
個
の
大
区

を
お
き
、
大
区
は
さ
ら
に
数
小
区
を
、
小
区
ば
数

町
村
を
包
含
す
る
中
央
集
権
的
な
地
方
行
政
組
織

な
の
で
あ
る
。

①
木
ノ
本
村
の
郡
中
総
代
杉
本
弘
(
義
弘
)
は
、

酒
造
業
を
い
と
な
む
豪
商
(
田
地
二
十
一
町
五

反
、
畑
七
町
五
反
五
敵
〔
明
治
元
年
調
〕
の
豪
農

で
も
あ
る
)
で
、
一
撲
に
よ
る
被
害
状
況
(
廃
失

)
に
つ
き
、
中
山
羽
水
高
等
学
校
長
が
四
高
在
学

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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中
に
、
自
家
に
残
存
し
た
関
係
記
録
を
筆
写
す
る

と
と
も
に
古
老
の
一
言
な
ど
丹
念
に
記
し
て
い
る
が

豪
閥
、
一
一
家
農
盾
が
如
何
に
大
な
る
被
害
を
受
け
た

か
が
判
る
と
と
も
に
、
当
時
の
酒
造
業
者
の
大
が

か
り
な
経
営
規
模
が
推
測
さ
れ
る
点
で
、
き
わ
め

て
貴
重
な
も
の
と
思
考
さ
れ
る
。

な
お
杉
本
家
は
中
山
校
長
の
実
家
で
あ
り
、
前

述
の
件
は
、
同
校
長
が
作
成
し
た
『
杉
本
家
系
譜

』
(
福
井
市
木
田
新
の
自
宅
所
蔵
)
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

⑦
大
野
屋
は
、
内
山
七
郎
右
衛
門
が
、
安
政
二
年

大
坂
北
太
郎
町
に
開
設
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
明

治
七
年
、
福
井
佐
佳
枝
町
に
開
庖
す
る
ま
で
、
県

内
外
に
計
十
二
ケ
所
設
置
し
た
。
取
扱
い
物
産
は

煙
草
か
ら
は
じ
め
た
が
、
漸
次
拡
張
し
て
糸
布
海

産
物
な
ど
に
及
、
ひ
、
相
当
な
利
潤
を
あ
げ
、
そ
の

た
め
藩
の
多
年
の
宿
債
を
よ
う
や
く
償
却
す
る
乙

と
が
で
き
、
財
政
建
直
し
の
実
効
を
あ
げ
得
た
の

は
大
い
に
注
目
し
て
よ
い
。
(
『
大
野
町
史
』
第

五
集
、
昭
辺
・
三

O
二
l
三
頁
)

@
『
撮
要
新
聞
』
第
三
号
(
明
治
壬
申
九
月
)

③
『
敦
賀
県
布
令
書
』
所
収

⑬
三
月
・
元
足
羽
県
権
参
事
千
本
久
信
よ
り
井
上

大
蔵
大
輔
、
租
税
頭
陸
奥
宗
光
あ
て
「
地
券
書
類

焼
失
ニ
付
御
届
」

な
お
っ
五
支
庁
附
属
諸
道
具
井
地
券
分
局
費
用

官
金
ノ
内
百
八
拾
円
余
同
様
及
焼
失
侯
」
な
ど
被

害
状
況
の
詳
細
を
伝
え
て
い
る
。

上

明
治
初
年
越
前
大
一
挨
に
つ
い
て
(
下
)

⑪
一
二
月
三
十
日
・
寺
嶋
権
参
事
・
村
田
参
事
・
藤

井
権
令
よ
り
租
税
頭
陸
奥
宗
光
あ
て
「
越
前
国
大

野
郡
地
券
書
ノ
出
府
上
申
」

⑫
六
年
七
月
の
地
租
改
正
条
例
と
地
租
改
正
施
行

規
則
に
も
と
づ
き
越
前
の
郡
村
取
調
規
則
が
作
製

さ
れ
た
の
は
七
年
五
月
で
、
敦
賀
県
が
管
内
の
改

租
に
着
手
し
は
じ
め
た
の
は
八
年
九
月
で
あ
り
、

そ
の
さ
い
実
測
に
よ
る
量
地
調
査
は
ほ
と
ん
ど
お

こ
な
わ
れ
ず
、
も
つ
ば
ら
図
上
尺
度
を
用
い
て
点

検
し
実
面
積
を
求
め
る
と
い
う
仕
法
を
と
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
「
農
民
の
不
満
・
動
揺
を
鋭
く
反

映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
大
樹
氏
は
説
い

て
い
る
。
(
六
槻
弘
「
地
租
改
正
反
対
運
動

|
|
越
前
自
由
民
権
運
動
の
生
成

l
l」
〔
『
大

阪
経
大
論
集
』
十
八
号
、
昭
認
・
四
O
頁一一)

六
大
一
撲
に
対
す
る
県
側
の
措
置

前
述
の
通
り
十
五
日
に
は
一
撲
の
群
が
一
応
退

散
し
た
の
で
、
十
六
日
福
井
支
庁
で
は
、
三
郡
の

騒
援
が
終
熔
し
た
こ
と
と
四
百
余
人
を
捕
縛
し
た

旨
を
在
東
京
の
藤
井
権
令
に
報
告
、
十
七
日
に
は

同
権
令
よ
り
大
蔵
省
に
上
申
し
て
、
県
下
の
一
撲

が
「
芳
以
近
隣
へ
蔓
延
す
る
も
計
り
難
く
甚
だ
時

今
と
さ
れ
る
故
、
同
省
の
官
員
の
う
ち
一
、
二
名

至
急
県
地
に
差
向
け
参
事
を
補
佐
す
る
よ
う
要
請

し
た
。

翌
十
八
日
は
各
郡
鎮
定
の
景
況
に
つ
い
て
正

院
、
大
蔵
省
及
び
史
官
あ
て
報
告
、
さ
ら
に
二
十

日
に
も
鎮
圧
の
冥
体
的
経
過
を
述
べ
、
一
授
は
「

尤
モ
凶
歌
苛
政
ノ
堪
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
有
テ
然
ル

ニ
ア
ラ
ズ
、
故
ニ
貢
租
収
納
ノ
義
ニ
至
ッ
テ
モ
脚

モ
障
擬
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
」
(
二
十
日
・
寺
嶋
権
参

事
・
村
田
参
事
・
藤
井
権
令
よ
り
司
法
卿
江
藤
新

平
あ
て
「
越
前
国
各
郡
暴
挙
之
景
況
御
届
」
)
と

司
法
卿
江
藤
新
平
あ
て
上
申
し
て
い
る
。

一
方
向
日
、
名
古
屋
鎮
台
兵
第
六
大
隊
一
番
小

隊
が
福
井
に
到
着
(
大
野
に
は
二
十
二
日
着
)
、

翌
二
十
一
日
に
は
午
前
八
時
、
村
田
参
事
・
斉
藤

少
属
・
石
田
吾
等
遅
卒
を
率
い
て
福
井
を
出
発
、

午
後
五
時
大
野
に
到
着
、
同
夜
村
田
参
事
は
戸
長

を
集
め
て
「
今
日
隊
兵
諸
士
の
手
足
を
労
し
此
に

至
る
も
の
は
将
に
其
凶
悪
を
吏
除
せ
ん
が
為
め
な

り
」
(
「
騒
擾
録
』
二
四
九
頁
)
と
悟
し
、
一
授

指
導
者
の
一
斉
逮
捕
の
協
力
方
を
求
め
る
一
方
「

同
晩
六
時
よ
り
町
入
日
不
残
カ
マ
リ
火
ヲ
タ
カ

セ
、
火
消
人
足
共
へ
ね
つ
(
ず
)
之
番
、
町
向
へ

②
 

往
来
壱
人
茂
無
用
之
事
」
と
す
る
厳
し
い
検
挙
態

勢
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
二
十
二
日
は
官
員
が
遜
卒
を
率
い
各
地

に
突
入
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
巨
魁
を
捕
縛
し
、
続
い

て
鎮
台
兵
も
繰
込
ん
だ
の
で
、
「
村
市
粛
然
戦
傑
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逃
遁
ス
ル
処
ヲ
シ
ラ
ス
、
右
ハ
全
ク
兵
威
ノ
然
ラ

シ
ム
ル
処
寛
-
一
一
人
ノ
抗
ス
ル
モ
ノ
ナ
ク
」
(
二

四
日
・
寺
嶋
権
参
事
・
村
田
参
事
・
藤
井
権
令
よ

り
史
官
あ
て
「
越
前
国
大
野
郡
鎮
撫
之
義
御
届
」
)

と
い
う
有
械
と
な
り
、
捕
縛
の
者
八
十
余
名
に
及

ん
だ
と
い
う
。

そ
こ
で
同
日
か
ら
長
勝
寺
に
新
涯
を
敷
い
て
こ

れ
ら
捕
縛
者
を
集
め
、
本
庁
の
聴
訟
方
か
ら
出
張

し
た
官
員
に
よ
り
徹
底
し
た
訊
聞
が
は
じ
ま
っ

た
。
「
其
上
極
罪
人
者
、
同
寺
台
所
ニ
而
縄
せ

め
、
路
ク
ろ
せ
め
、
其
数
拾
五
品
与
承
り
候
事
」

と
云
わ
れ
る
通
り
、
肯
魁
者
は
様
々
な
手
厳
し
い

方
法
で
拷
聞
に
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
翌
二
十
三
日
に
は
村
田
参
事
が
区
戸
長

を
集
め
、
r

叶
従
来
の
僻
見
を
脱
し
曽
て
施
行
す
る

件
々
を
始
め
総
て
公
布
の
旨
を
遵
奉
し
毒
も
背
戻

せ
ず
、
立
焼
却
破
壊
せ
し
地
券
調
書
類
速
に
補
損

し
て
出
す
べ
き
」
(
『
騒
擾
録
』
二
五

O
頁
)
こ

と
を
諭
し
、
計
七
ケ
条
の
誓
書
を
徴
し
た
。

か
く
て
一
応
平
定
に
復
し
た
の
で
、
二
十
五
日

に
は
鎮
台
兵
は
大
野
を
引
揚
げ
勝
山
に
向
け
て
出

発
、
な
お
同
日
村
田
参
事
は
区
戸
長
を
召
集
し
、

鎮
台
兵
及
び
諸
官
引
揚
後
の
按
撫
取
締
方
を
命

じ
、
か
つ
大
野
、
勝
山
の
屯
所
へ
遜
卒
を
増
加
し

て
一
授
再
発
に
対
す
る
防
止
策
に
万
全
を
期
し
て

のい
通とるm

りこ "" 
でろ
あで
る前
。述

の
七
ケ
〆詮 J

ヌミ

の
誓
書
〆の

内
tび

廿

は
次

差
上
申
す
一
札
之
事

①
一
、
旧
暦
を
廃
し
新
暦
を
奉
ず
べ
き
事

②
一
、
旧
時
鐘
の
打
数
を
改
正
す
べ
き
事

①
一
、
毎
戸
番
号
標
札
兼
て
御
定
之
通
り
相
周

ひ
可
申
事

④
一
、
説
教
は
教
部
省
御
規
則
の
通
り
可
相
心

得
事

①
一
、
地
券
調
書
類
来
る
何
月
何
日
ま
で
に
差

出
可
申
事

@
一
、
石
代
来
る
何
月
何
呂
ま
で
に
上
納
可
仕

事

⑦
一
、
天
野
少
庸
三
ケ
条
聞
届
の
書
面
来
る
何

月
何
回
ま
で
に
返
納
可
仕
事

こ
れ
ら
の
条
文
の
う
ち
、
護
法
的
な
条
項
は
④

の
「
説
教
」
に
関
す
る
一
ケ
条
し
か
な
く
、
そ
の

他
の
①
・
@
・
①
・
①
・
@
は
い
ず
れ
も
明
治
政

府
の
新
政
策
に
よ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
授
側
が
こ

れ
ら
の
諸
政
策
に
か
ね
が
ね
反
対
し
た
C
と
を
如

実
に
一
不
す
も
の
と
み
て
よ
い
。
し
か
も
結
果
的
に

は
一
捺
側
の
反
対
要
求
は
一
切
破
棄
さ
れ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
、
ま
た
⑦
の
「
三
ケ
条
聞
届
の
書
面

」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
さ
き
に
八
日
の
時

点
で
天
野
少
属
が
一
挟
側
の
猛
勢
に
た
じ
ろ
ぎ
、

こ
れ
ら
三
ケ
条
の
願
書
を
許
容
す
る
こ
と
で
、
窮

地
に
立
っ
た
県
側
の
事
態
を
辛
じ
て
収
拾
し
た
の

で
あ
る
が
、
一
授
鎮
定
の
段
階
で
こ
れ
ま
た
一
切

廃
棄
さ
れ
た
恰
好
で
、
一
授
側
と
し
て
は
官
員
の

急
場
し
の
ぎ
の
偽
臓
策
に
か
か
り
、
結
局
の
と
こ

ろ
完
全
に
裏
切
ら
れ
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な

一
方
捕
縛
者
の
裁
判
に
よ
り
、
受
刑
者
も
か
な

①
 

り
の
数
に
土
っ
た
も
よ
う
で
あ
る
が
、

例
え
ば
大

野
郡
関
係
で
明
確
な
も
の
は
、
表
凶
一
の
処
刑
六
仰

(
斬
罪
五
、
絞
罪
「
)
の
ほ
か
、
有
期
刑
十
八
名

(
懲
役
十
年
・
六
、
同
七
年
・
一
、
同
三
年
・

八
、
同
二
年
・
一
、
同
一
年
・
ニ
)
も
出
し
て
い

プ
Q
Oこ

れ
ら
受
刑
者
の
ほ
と
ん
ど
は
一
撲
の
指
導
者

と
目
さ
れ
、
し
か
も
?
犬
部
分
が
専
福
寺
や
最
勝
寺

な
ど
真
宗
寺
院
の
檀
徒
で
あ
る
が
、
他
方
か
れ
ら

は
農
村
で
は
、
中
震
な
い
じ
富
農
層
H
小
。
ブ
ル
ジ

ョ
ア
に
属
し
て
お
り
、
ま
だ
大
野
町
内
で
は
、
前

述
の
商
法
会
社
な
ど
に
関
与
し
た
よ
う
な
豪
商
H

特
権
的
商
人
と
は
基
本
的
に
対
立
す
る
一
般
商
買

と
看
倣
さ
れ
る
点
で
、
一
撲
の
指
導
的
役
割
を
演

じ
た
階
層
面
の
特
質
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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表(4 ) 

氏 名 年 令 住 所 職業捕縛月日 罪 状 判 決

放火所所乱暴 雑舎条犯ニヲ律焼依公クリ癖者及放斬火ヒ民罪ノ桶屋治助 34 大野郡大野末吉町 商 3.22 {議21 初犯

高橋多左衛門 39 大野郡木地ノ頭木方村 匡屋呈台 3.22 {草案放主火謀;主12謀初犯
雑謀依犯リ民律放舎火ヲ焼ノ条斬ク主ニ罪

金森顕)頃 41 大真野郡宗専友高兼田福村派 寺 僧 3.22 兇徒楽衆 徒律依党兇リf発議緊衆ニ付ノ賊条斬盗ニ罪

桑崎与八郎 49 大野郡木地ノ頭本方村 農 3.28 兇徒索衆 賊条盗ニ律依兇リ徒家衆絞罪ノ

竹生五右衛門 28 大野郡上据村 農 3.22 兇徒家衆 賊条盗律兇徒緊リ衆斬ノ

|体依「
大野郡西本最上据願勝村寺 徒律依党兇造徒家意衆ニ付ノ賊条新盗ニ柵 専乗 38 真宗 末寺派 {首 4. 1 兇徒家衆

リ長

大野郡におけるー授主謀者調

上

明
治
初
年
越
前
大
一
撲
に
つ
い
て
(
下
)

「敦賀県聴訟課調J(掛、敦賀県参事村田氏寿、敦賀県大属横地安信)
c ~奏上簿』所収〉より作製。

と
こ
ろ
で
主
謀
者
の
刑
罰
は
意
外
に
厳
し
く
、

し
か
も
刑
の
決
定
と
執
行
が
甚
だ
性
急
で
、
捕
縛

日
か
ら
半
月
足
ら
ず
の
四
月
四
日
に
判
決
が
あ

り
、
死
罪
の
分
は
即
日
処
刑
し
て
い
る
。
と
く
に

こ
れ
ら
主
謀
者
の
う
ち
最
勝
寺
住
職
の
柵
専
乗
の

如
き
は
、
捕
縛
日
の
四
月
一
日
か
ら
三
日
後
に
は

処
刑
さ
れ
る
と
い
う
極
端
な
性
急
さ
で
あ
る
。

こ
の
さ
い
大
蔵
・
司
法
両
省
に
上
申
し
た
届
書

で
は
、
「
絞
以
上
ノ
刑
ニ
於
テ
ハ
素
ヨ
リ
御
規
則

有
之
候
得
共
、
今
般
暴
動
ノ
事
件
ハ
僻
地
頑
愚
ノ

出
俗
仏
教
浸
淫
ノ
積
弊
ヨ
リ
出
テ
殆
ン
ド
全
国
ニ

モ
延
蔓
可
致
非
常
ノ
情
態
ニ
付
、
唱
首
罪
魁
ノ
ハ
付

ハ
速
ニ
其
罪
ヲ
鳴
シ
断
然
即
決
不
致
候
f
ハ
痛
ク

頑
愚
ノ
民
心
ヲ
懲
シ
深
ク
積
弊
ノ
土
俗
ヲ
戒
ム
ル

ノ
機
会
ヲ
失
シ
制
駁
ノ
道
ヲ
誤
リ
可
申
、
且
ツ
姦

究
出
没
後
日
ノ
患
害
モ
亦
測
ラ
レ
サ
ル
儀
ニ
候
得

ハ
、
客
月
十
四
日
大
蔵
省
ヨ
リ
臨
機
即
決
御
指
令

⑦
 

ノ
旨
ヲ
奉
シ
別
紙
罪
案
ノ
通
処
刑
仕
侯
」
と
述
べ

て
お
り
、
す
で
に
大
蔵
省
~
か
ら
指
令
さ
れ
て
い
る

「
臨
機
即
決
」
の
方
針
に
基
づ
き
、
即
決
裁
判
の

緊
急
措
置
で
刑
の
執
行
を
し
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
「
殆
ン
ド
全
国
ニ
モ
延
蔓
可
致
非
常
ノ

情
態
ニ
付
」
と
り
つ
緊
迫
し
た
当
時
の
情
勢
と
し

て
、
当
局
側
が
か
か
る
一
撲
の
再
発
に
如
何
に
お

の
の
い
た
か
を
卒
直
に
物
語
る
も
の
と
い
え
る
。

(注)

一
方
明
治
政
権
の
末
端
機
構
で
あ
る
区
戸
長
に

と
っ
て
も
、
打
ち
こ
わ
し
を
受
け
た
被
害
者
ば
か

り
で
な
く
、
県
下
一
円
に
わ
た
り
大
一
撲
の
再
燃

に
お
び
え
た
と
み
え
、
「
近
頃
暴
動
に
遭
逢
せ
ざ

る
他
郡
迄
眼
前
非
常
の
災
害
に
恐
懐
し
、
退
役
辞

職
を
表
す
る
者
連
綿
と
し
て
絶
え
ず
」
と
い
う
有

様
で
、
県
当
局
は
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
「
到
底

区
戸
長
を
勤
る
者
な
き
に
至
り
可
申
」
(
四
月
・

寺
嶋
権
参
事
・
村
田
参
事
・
藤
井
権
令
よ
り
大
蔵

大
輔
井
上
馨
あ
て
「
躍
災
人
救
助
の
儀
に
付
伺
」

)
と
い
た
く
憂
慮
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
歴
然
た
る
も
の
で
、
か
か
る
明
治

政
権
の
末
端
支
配
属
が
動
揺
な
い
し
分
解
す
る
こ

と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
直
ち
に
絶
対
主
義
政
権
の

統
治
支
配
組
織
に
大
き
な
ヒ
巳
が
は
い
る
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
瓦
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
た
め

で
あ
る
o

そ
こ
で
県
で
は
四
月
早
々
井
上
大
蔵
大
輔
』
の
て

擢
災
者
に
対
す
る
救
価
金
の
貸
与
申
請
を
行
っ
た

が
、
乙
れ
に
対
し
て
四
月
十
日
付
で
「
書
面
伺
之

趣
聞
届
侯
、
適
宜
処
分
可
致
事
」
と
し
て
表
問
の

通
り
、
総
額
三
千
百
円
を
大
野
・
今
立
両
郡
下
の

計
十
三
名
に
貸
与
し
て
救
怖
を
は
か
る
よ
う
指
令

し
て
い
る
。

な
お
同
じ
一
撲
に
よ
る
被
害
者
で
も
、

区
戸
長

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



14 

よと

明
治
初
年
越
前
大
一
'
挟
広
つ
い
て
〈
下
)

表(5 ) 

若宮 区権・区戸長長 宜7}j主2旦6日旦l整血室長金 備 考

大
5凹円 1ヶ年15円づつ返納

野
/，/ /，/ l' 300円/，/

区長 ヂ 100円 1ヶ年5円づっ返納
郡

グ • '300円 1ヶ年15円づっ返納

区長
戸長 タ 300円。

ρ， 、 区長 ヂ 300円ク

ヱ区L主長
/，/ '. I 200円ヂ

JL 。 200円ク

戸妄 7月不詳 200円 9 

郡 7月不詳 200円 。

副戸長 7月 16日 200円グ
月日不詳 200円 1ヶ年10円づっ返納

計 31.00円

J擢災者Iζ対する救価金貸与状況調

以
外
の
寺
院
や
商
買
な
ど
に
は
貸
与
さ
れ
て
お
ら

よ
ず
、
こ
れ
ま
た
政
府
側
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
が
明

に
確
に
う
か
が
わ
れ
る
。

仰
と
こ
ろ
で
県
当
局
の
一
挟
観
と
し
て
は
、
「
免

所
角
旧
見
故
態
ヲ
不
脱
、
然
而
己
ナ
ラ
ズ
、
当
国
ノ

撫

儀

ハ

宗

門

fu
弊
浅
鮮
ナ
ラ
ズ
、
(
中
略
)
愚
夫
愚

麟
婦
ニ
至
ル
迄
一
ツ
ノ
雷
同
響
応
セ
ザ
ル
モ
ノ
無

げ
ク
」
(
三
月
十
一
日
・
寺
嶋
権
参
事
よ
り
司
法
卿

1
1

江
藤
新
平
あ
て
報
合
)
、
全
く
頑
迷
固
阻
で
「
妄

腕
誕
ノ
浮
言
ヲ
信
ズ
」
る
よ
う
な
民
心
の
然
ら
し
む

調
る
と
乙
ろ
と
判
断
し
、
「
御
維
新
以
来
百
弊
矯
正

井
之
御
偉
業
追
々
御
施
行
相
成
候
義
未
ダ
全
ク
民
心

坂
ヲ
貫
徹
セ
ズ
」
(
三
局
二
十
日
・
寺
嶋
権
参
事
・

也
村
田
参
事
・
藤
井
権
令
よ
り
司
法
卿
江
犠
新
平
あ

ペ
て
「
越
前
国
各
郡
暴
挙
之
景
況
御
届
」
)
と
き
め

費

つ

け

て

い

る

。

止
し
か
も
「
彼
等
音
名
ト
シ
唱
フ
ル
処
ノ
モ
ノ
旧

何
藩
知
事
ヲ
以
テ
政
旧
ニ
復
セ
パ
洋
風
耶
蘇
法
ノ
新

6
0

政
ナ
シ
ト
、
妄
言
百
端
暴
動
-
一
及
ブ
、
是
皆
蜜
々
タ

治
虫

明
作
.
ル
痴
民
ニ
シ
テ
可
憎
亦
可
欄
」
(
前
掲
「
各
郡
暴

「
り
挙
之
最
況
御
届
」
)
と
し
て
、
従
っ
て
一
撲
の
要

求
は
「
何
レ
モ
封
建
復
旧
等
ノ
事
ナ
リ
」
と
し
、

ま
た
品
岨
か
や
や
等
ノ
事
何
レ
モ
骨
わ
戸
一
昨
静
ス

ル
ヨ
リ
出
ル
也
」
(
三
月
七
日
・
支
庁
庶
務
よ
り

参
事
・
権
参
事
あ
て
報
告
)
と
い
う
視
点
は
、
U

一

(注)

撲
の
守
旧
的
反
動
性
だ
け
を
主
張
す
る
論
拠
に
立

つ
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
点
、
一
撲
側
の
真
の
要
求
、
が
、
前
述
の
通

り
三
郡
下
に
お
け
る
一
撲
の
展
開
過
程
や
攻
撃
対

象
か
ら
も
明
確
な
如
く
、
あ
く
ま
で
明
治
絶
対
主

義
政
権
H
官
僚
専
制
支
配
化
に
対
す
る
反
対
運
動

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
県
側
は
こ
れ

ら
農
民
の
切
実
な
願
意
や
要
求
に
対
し
て
適
確
な

認
識
や
評
価
を
欠
い
だ
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な

従
っ
て
県
当
局
を
し
て
、
.
「
尤
モ
凶
歎
苛
政
ノ

堪
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
有
テ
然
ル
ニ

r
ラ
ズ
、
故
-
一

貢
租
収
納
ノ
義
」
!
(
前
掲
「
各
郡
暴
挙
之
景
況
御

届
」
)
に
つ
い
て
は
少
し
も
支
障
を
き
た
さ
な
い

と
か
、
「
秋
毒
モ
県
政
ヲ
怨
ミ
候
ヨ
リ
相
起
候
而

者
無
之
候
」
(
三
・
月
十
六
日
夜
発
・
寺
嶋
権
参
事

よ
り
藤
井
権
令
あ
て
届
書
)
と
平
然
と
報
告
・
せ
し

め
、
格
別
の
反
省
や
悔
悟
の
念
を
も
示
さ
な
い
の

で
あ
る
。

註

①
大
蔵
省
六
等
出
仕
北
代
正
臣
外
随
行
ニ
員
に
出

張
指
令
が
出
て
い
る
。
(
『
騒
擾
録
』
二
四
九
頁
)

②
前
掲
「
暴
動
御
請
書
拘
」
(
『
分
離
史
料
』
台

九
六
頁
)

①
前
掲
「
暴
動
御
請
書
如
」
に
も
「
二
十
二
日
午

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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前
六
時
ニ
ハ
、
上
ノ
庄
村
々
へ
八
九
拾
人
計
、
兵

隊
御
差
向
ニ
相
成
、
御
召
捕
之
人
数
者
数
不
知
候

事
」
と
あ
り
、
捕
縛
者
は
相
当
数
に
上
っ
た
と
み

て
よ
い
。

@
そ
の
後
二
十
六
日
に
は
村
田
参
事
、
斎
藤
少
属

等
大
野
を
出
発
、
翌
二
十
七
日
福
井
支
庁
に
到

着
、
二
十
八
日
は
大
野
郡
の
各
村
会
く
鎮
定
の
旨

を
正
院
及
び
大
蔵
・
司
法
・
陸
軍
の
三
省
へ
閲

一
回
一
一
て
二
十
九
日
に
は
諸
郡
鎮
定
に
よ
り
福
井
・
丸

岡
の
召
募
士
族
を
解
散
、
さ
ら
に
三
十
一
日
、
鯖

江
・
武
生
の
召
募
士
族
も
解
散
し
た
。

つ
い
で
四
月
四
日
に
は
一
挨
の
魁
首
六
名
を
処

刑
せ
し
旨
を
正
院
及
び
大
蔵
・
司
法
両
省
へ
上

申
、
同
日
村
田
参
事
は
福
井
を
出
発
、
翌
五
日
本

庁
へ
帰
著
し
た
。
な
お
大
蔵
省
か
ら
現
地
の
騒
援

の
景
況
を
調
査
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
官
員
た
ち
も

十
一
日
に
は
本
庁
を
出
発
し
て
帰
京
し
で
い
る
。

(
『
騒
擾
録
』
二
五

O
ー
一
頁
)

①
「
顕
順
師
殉
難
録
」
で
は
、
大
野
郡
下
の
小
山
町

郷
及
び
富
田
・
坂
谷
郷
・
下
庄
等
に
受
刑
者
が
多

数
出
て
い
る
け
れ
ど
も
姓
名
、
年
限
不
分
明
に
つ

き
之
を
は
ぷ
く
と
し
て
い
る
。
(
『
分
離
史
料
』

七
七
三
頁
)

ま
た
『
大
野
郡
誌
』
(
上
)
で
も
、
深
井
・
鍬

掛
・
坂
戸
・
平
沢
の
諸
村
及
び
富
田
郷
・
坂
谷
郷

に
も
受
刑
者
が
出
て
い
る
が
姓
名
、
年
限
等
不
分

明
で
省
略
す
る
と
自
記
し
て
い
る
。
合
ゴ
二
頁
)

上

明
治
初
年
越
前
大
一
授
に
つ
い
て
(
下
)

①
『
奏
上
簿
』
に
は
「
敦
賀
県
聴
訟
課
調
」
と
し

て
、
処
刑
者
六
名
の
そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
な
口
述
書

が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
は
げ
し
い
拷
聞
に
よ
る

自
白
な
ど
が
考
え
ら
れ
必
ず
し
も
事
実
と
は
判
断

し
に
く
い
と
こ
ろ
が
散
見
さ
れ
忍
。

な
お
「
顕
順
師
殉
難
録
」
が
記
載
す
る
六
名
の

う
ち
、
関
磨
治
助
は
桶
屋
治
助
、
薬
師
太
右
衛
門

は
高
橋
多
左
衛
門
、
内
八
回
与
八
郎
は
桑
崎
与
八

郎
、
竹
尾
五
右
衛
門
は
竹
生
五
右
衛
門
を
そ
れ
ぞ

れ
指
す
ζ

と
は
一
云
う
ま
で
も
な
い
。

⑦
四
月
・
寺
嶋
権
参
事
よ
り
司
法
卿
江
藤
新
平
・

大
蔵
大
輔
井
上
馨
あ
て
「
暴
動
首
魁
之
者
処
刑
御

届」
七

お

わ

り

に

云
う
ま
で
も
な
く
明
治
五
年
か
ら
六
年
に
か
け

て
は
、
廃
藩
置
県
後
の
明
治
絶
対
主
義
政
権
確
立

の
た
め
の
新
法
令
が
矢
継
ぎ
ぱ
ゃ
に
発
せ
ら
れ
た

①
 

と
と
で
あ
る
。
し
か
も
乙
れ
ら
諸
法
令
の
う
ち
、

と
く
に
重
要
な
学
制
や
徴
兵
制
、
さ
ら
に
は
地
租

改
正
に
せ
よ
、
そ
む
条
文
に
み
ら
れ
る
外
見
的
な

近
代
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
、
旧
封
建
的
支

配
階
級
の
利
益
擁
護
を
重
視
し
た
丸

ωと
み
ら
れ

る
向
が
強
い
だ
け
に
、
民
衆
は
か
か
る
「
新
政
」

に
対
し
て
必
ず
し
も
追
従
し
な
い
ば
か
り
か
、
敢

然
と
一
授
の
強
力
手
段
に
訴
え
て
県
当
局
H
政
府

に
対
決
す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
立
ち
至
る
こ
ん
」

と
な
る
。

し
か
も
前
述
の
通
り
、
と
く
に
明
治
六
年
に
は

全
国
的
に
も
農
民
一
撲
の
著
し
い
高
揚
が
み
ら
れ

る
わ
け
で
、
小
論
の
越
前
大
一
投
も
、
ま
さ
し
く

か
か
る
緊
迫
し
た
情
勢
の
な
か
で
、
極
め
て
重
要

な
歴
史
的
課
題
を
担
っ
た
も
の
と
看
倣
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。

乙
の
大
一
挟
の
指
導
者
は
、
農
村
で
は
中
農
な

い
し
富
農
層
が
中
心
で
、
ま
た
都
市
で
は
特
権
商

人
や
豪
商
と
鋭
く
対
立
す
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
商

工
業
者
で
、
乙
れ
ら
に
小
農
や
貧
農
日
半
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
、
そ
れ
に
都
市
の
細
民
が
積
極
的
に
加
わ

っ
て
三
郡
下
で
総
勢
三
万
数
千
人
に
も
上
る
大
々

的
な
一
撲
に
ふ
く
れ
上
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
か
か
る
一
撲
の
発
端
や
そ
の
展
開
過
程

に
お
い
て
護
法
一
撲
の
側
面
が
著
し
く
目
立
つ
点

は
無
視
で
き
な
い
が
、
そ
の
要
求
事
項
や
攻
撃
対

象
に
視
点
を
据
え
た
場
合
、
明
治
政
権
の
支
配
機

構
の
末
端
に
つ
な
が
る
区
長
・
戸
長
H
豪
農
層
は

じ
め
特
権
商
人
や
豪
商
ー
ー
か
れ
ら
は
一
方
に
お

い
て
領
主
的
商
品
流
通
の
担
当
者
と
し
て
農
村
の

直
接
生
産
者
ど
は
鋭
く
対
立
す
る
存
在
と
目
さ
れ

る
が

l
lに
打
ち
こ
わ
し
が
集
中
し
て
お
り
、
さ

ら
に
地
券
の
焼
却
、
高
札
場
の
破
段
な
ど
明
ら
か
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に
県
当
局

H
政
府
の
施
策
へ
の
反
対
要
求
と
し
て

把
握
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
一
授
の
展
開
過
程
に
み
ら
れ
る
激
し

い
高
場
は
、
官
憲
側
の
心
胆
を
寒
か
ら
し
め
、
大

野
の
場
合
は
つ
い
に
官
員
が
一
挨
側
の
「
一
一
一
条
の

願
意
」
に
対
し
て
「
聴
納
ノ
証
」
を
与
え
て
、
こ

れ
ら
諸
要
求
を
全
面
的
に
容
認
す
る
と
い
う
乙
と

で
、
窮
地
に
陥
っ
た
事
態
を
よ
う
や
く
収
拾
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
授
の
強
勢
に
お
び
え
た
県
当
局

と
し
て
、
「
兵
威
ヲ
仮
ラ
ズ
ン
パ
能
為
ス
克
ハ
ザ

ル
ナ
リ
」
と
本
格
的
な
武
力
弾
圧
を
以
て
臨
む
方

針
を
か
た
め
、
遜
卒
の
ほ
か
に
旧
藩
士
族
の
貫
属

を
召
集
す
る
と
と
も
に
鎮
台
兵
の
出
動
ま
で
要
請

す
る
有
様
で
、
と
く
に
今
立
・
坂
井
両
郡
で
の
一

挨
鎮
圧
の
過
程
で
は
、
大
砲
を
空
発
し
た
り
実
弾

を
放
っ
て
一
授
の
徒
を
殺
傷
す
る
と
い
う
強
硬
措

置
に
よ
り
つ
い
に
そ
の
大
群
を
四
散
さ
せ
た
の
で

あ
る
。か

く
て
統
一
戦
線
が
崩
れ
俄
か
に
守
勢
に
転
じ

た
一
授
側
の
動
向
を
看
破
し
た
県
側
は
、
愈
々
強

力
な
鎮
圧
策
を
進
め
る
こ
と
と
な
り
、
以
前
に
大

野
で
認
め
た
一
授
側
の
諸
要
求
ま
で
全
面
的
に
却

下
し
て
し
ま
い
、
し
か
も
官
員
が
さ
き
に
「
此
度

ノ
沸
騰
-
一
付
テ
ノ
魁
首
タ
ル
モ
ノ
ハ
敢
テ
捕
縛
処

③
 

刑
等
ノ
事
ハ
有
之
間
敷
ノ
事
ヲ
誓
イ
タ
ル
」
に
も

拘
ら
ず
、
三
月
下
旬
に
至
り
大
野
で
は
鎮
台
兵
の

進
註
下
に
お
い
て
一
挨
指
導
者
の
一
斉
検
挙
を
強

行
し
、
し
か
も
そ
の
後
は
即
決
裁
判
に
よ
り
処
刑

以
下
有
期
刑
の
断
固
た
る
措
置
を
と
り
、
な
か
に

は
捕
縛
し
て
か
ら
三
日
後
に
は
処
刑
執
行
と
い
う

極
端
な
ほ
ど
の
性
急
さ
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
か
か
る
手
厳
し
い
処
断
に
も
拘
ら
ず
、

一
撲
は
相
互
に
誘
発
し
あ
い
連
鎖
反
応
的
に
拡
大

④
 

す
る
傾
向
が
強
く
、
そ
の
後
、
新
政
反
対
、
地
券

と
り
や
め
、
徴
兵
反
対
、
年
貢
・
諸
税
の
軽
減
、

米
価
の
引
下
げ
、
村
吏
不
正
反
対
、
石
代
上
納
廃

止
要
求
な
ど
、
訴
え
る
内
容
は
様
々
で
あ
る
が
、

近
畿
以
西
を
中
心
に
全
国
各
地
に
続
発
す
る
。
こ

の
さ
い
一
挨
に
み
ら
れ
る
共
通
点
と
し
て
、
中
央

か
ら
地
方
に
い
た
る
支
配
機
構
を
自
己
の
敵
対
物

と
し
て
意
識
し
、
こ
れ
に
対
す
る
激
し
い
闘
争
を

行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
廃
藩
置
県
後
の
新

①
 

情
勢
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。と

こ
ろ
で
、
越
前
大
一
撲
に
よ
り
明
治
政
権
の

末
端
支
配
層
の
区
戸
長
が
い
た
く
動
揺
を
み
せ
た

こ
と
に
対
し
て
は
、
県
当
局
H
政
府
が
救
値
金
の

貸
与
な
ど
の
救
済
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
絶
対

主
義
的
支
配
機
構
の
整
備
強
化
に
乗
出
し
た
と
と

は
、
そ
の
後
の
布
告
や
諸
政
策
に
お
い
て
明
白
で

①
 

あ
る
。そ

の
た
め
同
じ
越
前
大
一
撲
と
い
う
呼
称
で

も
、
福
井
藩
に
お
い
て
江
戸
時
代
後
期
の
明
和
五

年
(
一
七
六
八
)
の
場
合
は
、
組
頭
級
の
中
農
層

の
指
導
的
役
割
を
中
心
に
、
貧
農
層
や
細
民
の
統

一
戦
線
に
よ
る
最
高
二
万
人
を
越
え
る
「
全
藩
一

授
」
の
高
場
に
よ
り
、
藩
側
は
つ
い
に
一
撲
側
の

広
汎
な
要
求
の
ほ
ぼ
半
ば
を
容
認
し
、
し
か
も
一

授
主
謀
者
の
処
分
す
ら
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
と

い
う
具
合
に
、
全
く
藩
側
の
敗
退
に
終
っ
た
恰
好

で
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
慕
藩
権
力
が
体
制
的
な
動

⑦
 

揺
を
愈
々
は
げ
し
く
す
る
の
に
比
べ
、
著
し
い
対

照
を
示
す
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

そ
こ
で
、
明
治
政
権
が
「
政
治
的
に
は
、
幕
藩

体
制
H
封
建
領
主
支
配
機
構
を
廃
止
し
、
集
権
的

統
一
国
家
の
形
態
を
実
現
せ
し
め
は
し
た
が
、
封

建
的
土
地
所
有
の
規
範
を
破
砕
す
る
こ
と
な
く
、

旧
来
の
封
建
権
力
と
癒
着
し
つ
つ
成
長
し
た
地

主
、
独
占
商
人
、
特
権
企
業
者
や
金
融
業
者
あ
る

い
は
「
政
商
」
財
閥
の
経
済
的
基
礎
に
は
何
ら
手

③
 

を
ふ
れ
な
か
っ
た
』
と
い
う
歴
史
的
過
程
か
ら
み
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て
、
明
治
初
年
金
国
各
地
で
顔
発
す
る
農
民
一
授

が
め
ざ
す
要
求
お
よ
び
百
標
は
容
易
に
察
知
し
得

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
乙
の
越
前
大
一
撲
も
、
か
か

る
一
連
の
史
的
展
開
過
程
の
な
か
に
妥
当
な
位
置

づ
け
が
是
非
と
も
要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
く
に
乙
の
大
一
挟
の
展
開
過
程
で
表
明
さ
れ

た
地
券
厭
棄
の
件
は
、
同
年
七
月
の
地
租
改
正
法

公
布
を
間
近
に
ひ
か
え
た
も
の
で
あ
り
ー
ー
そ
の

後
全
国
各
地
で
続
発
す
る
地
租
改
正
反
対
運
動
の

先
駆
的
な
役
割
の
一
端
を
果
し
て
い
る
と
も
み
ら

れ
る
が
1
1
1
さ
ら
に
八
年
以
降
の
敦
賀
県
で
の
地

租
改
正
の
着
手
の
さ
い
に
農
民
層
の
不
満
、
動
揺

を
招
い
た
事
態
と
も
関
連
的
に
把
握
す
る
要
が
あ

る
と
み
ら
れ
、
さ
ら
に
十
一
年
以
降
の
七
郡
下
の

大
々
的
な
地
租
改
正
反
対
運
動
に
お
い
て
は
、
さ

き
の
越
前
大
一
撲
で
下
か
ら
の
抵
抗
の
は
げ
し
さ

を
経
験
し
た
村
落
支
配
者
U
豪
農
層
と
し
て
、
ー
自

ら
先
頭
に
立
っ
て
闘
い
終
に
減
租
要
求
の
貫
徹
に
白

成
功
す
る
と
い
う
農
民
側
に
と
り
全
国
的
に
も
特

①
 

筆
す
べ
き
成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
要
は
か
か
る

惣
百
姓
的
形
態
と
し
て
の
運
動
に
ま
で
、
農
民
層

を
結
集
せ
し
め
た
歴
史
的
過
程
を
考
え
た
場
合
、

越
前
大
一
撲
で
示
現
さ
れ
た
強
烈
な
反
対
闘
争

|
|
参
加
人
数
や
反
抗
手
段
に
お
い
て
ま
さ
し
く

よ

明
治
初
年
越
前
大
一
撲
に
つ
い
て
(
下
) 大

一
撲
の
実
相
を
み
せ
た
が
、
農
民
諸
階
層
の
統

一
路
線
へ
は
拡
大
し
得
ず
、
あ
く
ま
で
世
直
し
一

撲
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、
当
局
側
の
兵
威
を
以
て

す
る
弾
圧
に
よ
り
}
旦
鎮
定
さ
れ
た
の
《
る

が
|
l
e
と
関
連
的
に
把
捉
す
る
必
要
が
あ
る
と
も

思
考
さ
れ
、
乙
の
一
撲
を
単
な
る
耶
蘇
教
反
対
の

宗
教
一
撲
の
範
需
に
閉
じ
込
め
、
し
か
も
「
失
敗

せ
る
二
慌
」
と
し
て
の
評
価
に
と
ど
め
る
こ
と

は
、
乙
の
大
一
撲
の
担
っ
た
歴
史
的
課
題
を
適
確

に
見
究
め
た
所
論
で
な
い
と
と
を
改
め
て
強
調
し

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

註

①
明
治
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
の
新
法
令
の
う

ち
目
ほ
し
い
も
の
は
、
五
年
四
月
九
日
(
註
、
カ

ッ
コ
内
は
太
陽
暦
・
五
月
十
五
日
)
庄
屋
・
名
主

・
年
寄
等
を
廃
し
て
戸
長
・
副
戸
長
を
設
置
、
七

月
四
日
(
八
月
七
日
)
大
蔵
省
が
全
国
一
般
に
地

券
(
壬
申
地
券
)
交
付
を
命
じ
、
八
月
三
日
(
九

月
五
日
)
学
制
を
制
定
、
十
一
月
九
日
〔
十
二
月

九
日
)
太
陽
暦
の
採
用
を
布
告
、
翌
六
年
一
月
十

日
徴
兵
令
の
布
告
、
二
月
二
十
四
日
キ
リ
ス
ト
教

の
解
禁
、
三
且
七
日
紀
元
節
の
設
定
、
さ
ら
に
七

月
二
十
八
日
に
は
地
租
改
正
条
例
の
頒
布
を
み
て

い

)

令

。

一

②
遠
山
茂
樹
「
近
代
の
展
開
」
の
序
論
(
歴
史
学

研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
歴
史
講
座
』

第
五
巻
、
東
大
出
版
会
刊
・
昭
制
)
十
三
頁

①
「
石
川
雲
大
野
ヨ
リ
九
日
帰
庁
報
告
」
(
『
奏

上
簿
』
所
収
)

@
原
口
清
「
日
本
近
代
国
家
の
形
成
」
(
『
日

本
歴
史
叢
書
』
岩
波
書
庖
刊
、
昭
nw
・
5
)

一
五
一
頁

⑤
山
田
中
縫
「
幕
末
維
新
期
の
人
尽
鴎
争
」
(
歴

史
科
学
協
議
会
編
『
歴
史
評
論
』
校
倉
書
房
刊
、

昭
布
・

7
月
号
)
に
お
い
て
、
幕
末
維
新
期
の
一

八
六
五

t
七
一
年
(
慶
応
元
年
1
明
治
四
年
〉

を
、
直
接
的
革
命
情
勢
が
存
在
し
た
時
期
と
し
て

把
握
す
べ
き
も
の
と
す
る
論
稿
を
発
表
し
て
い
忍

が
、
一
方
に
お
い
て
明
治
五
年
以
後
政
府
が
打
ち

出
す
新
規
政
策
に
つ
い
て
も
、
と
く
に
農
民
一
授

と
の
対
抗
関
係
の
な
か
に
視
点
を
据
え
て
、
そ
れ

ら
の
適
切
な
歴
史
的
評
価
を
試
み
る
必
要
性
が
あ

る
と
み
て
よ
い
。

③
越
前
大
一
授
終
え
ん
後
、
政
府
の
支
配
機
構
の

整
備
強
化
に
関
連
す
る
主
な
法
令
は
、
六
年
五
月

一
一
日
太
政
官
職
制
を
改
正
し
正
院
に
内
閣
を
設
け

て
権
限
を
集
中
さ
せ
、
七
月
二
八
日
地
方
官
心
得

書
を
頒
布
、
十
一
月
十
日
内
務
省
を
設
け
、
翌
七

年
一
月
十
五
日
東
京
に
警
視
庁
を
置
き
A

治
安
対

策
、
警
察
機
構
の
強
化
を
は
か
つ
て
い
る
。

①
拙
稿
「
百
姓
一
撲
の
質
的
転
換
に
つ
い
て
(

上
)
・
(
下
)
i
|
明
和
の
越
前
大
一
撲
の
解
明

を
申
心
に
|
|
」
(
歴
史
教
育
研
究
会
編
『
歴
史
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上

明
治
初
年
越
前
大
-
撲
に
つ
い
て
(
下
)

18 

教
育
』
昭
初
出
・
刊
号
・
M
M
号
所
収
、
日
本
書
院

刊
)
お
よ
び
拙
稿
「
明
和
の
越
前
大
一
授
に
つ
い

て
1

1
反
封
建
闘
争
の
解
明
を
中
心
に
1

1
」

(

『
若
越
郷
土
研
究
』
十
二
の
一
、
昭
担
・

1
、
福

井
県
郷
土
誌
懇
談
会
編
)
に
お
い
て
、
明
和
五
年

(
一
七
六
八
)
の
越
前
大
一
撲
の
め
ざ
す
要
求
内

・
容
や
攻
撃
対
象
か
ら
み
て
、
ま
さ
し
く
反
封
建
闘

争
の
形
態
を
と
り
一
授
史
上
質
的
に
新
段
階
を
画

す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
へ
の
藩
権
力
の

対
応
の
仕
方
か
ら
み
て
、
幕
液
体
制
の
封
建
構
造

・
が
い
よ
い
よ
解
体
期
に
入
っ
た
乙
と
を
論
述
し

た
。
な
お
落
と
し
て
、
組
頭
層
を
中
心
と
す
る
一

授
主
謀
者
に
対
す
る
処
分
す
ら
ほ
と
ん
ど
で
き
な

か
っ
た
に
拘
ら
ず
、
藩
役
人
で
難
罰
を
受
け
た
も

の
は
酒
井
外
記
は
じ
め
十
数
名
に
及
ん
で
い
る
。

@
高
橋
幸
八
郎
「
ジ
ヤ
コ
ピ
ニ
ス
ム
と
日
本
の
歴

史
学
」
(
高
橋
幸
八
郎
・
古
島
敏
雄
編
『
近
代
化

の
経
済
的
基
礎
』
岩
波
書
居
刊
、
昭
必
・

4
)
五

五
一
頁

高
橋
教
授
は
、
明
治
維
新
の
過
程
に
は
フ
ラ
ン

ス
革
命
の
過
程
で
特
徴
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
反

封
建
的
・
反
絶
対
主
義
運
動
あ
る
い
は
反
領
主
制

的
・
反
独
占
運
動
を
プ
ル
ジ
ュ
ワ
革
命
の
本
来
の

歴
史
的
課
題
と
し
て
促
迫
す
る
「
農
民
革
命
」
な

る
範
贈
を
設
定
し
得
な
い
と
と
に
よ
り
、
明
治
維

新
が
「
古
典
的
」
な
プ
ル
ジ
ュ
ワ
革
命
で
は
な
か

っ
た
乙
と
を
教
え
、
そ
し
て
と
の
と
と
は
そ
の
後

の
日
本
の
歴
史
過
程
そ
の
も
の
(
戦
後
改
草
の

必
然
性
)
に
よ
っ
て
客
観
的
に
立
証
さ
れ
た
と
し

て
い
る
が
、
明
治
維
新
の
歴
史
的
性
格
を
明
確
に

規
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

①
福
井
県
で
の
改
租
事
業
の
進
行
過
程
の
な
か

で
、
明
治
十
一
年
(
一
八
七
八
)
六
月
以
降
激
化

し
た
坂
井
郡
は
じ
め
七
郡
下
の
大
規
模
な
反
対
運

動
に
お
い
て
は
、
さ
き
の
越
前
大
一
撲
の
世
直
し

段
階
で
対
立
し
た
豪
農
と
中
貧
農
層
と
が
し
っ
か

り
同
盟
し
、
豪
農
層
指
導
の
も
と
に
全
農
民
が
一

致
し
て
闘
い
、
し
か
も
そ
の
は
げ
し
い
闘
争
の
過

程
で
民
権
政
社
と
結
び
つ
き
、
そ
の
指
導
の
も
と

に
闘
っ
て
国
会
開
設
運
動
に
ま
で
発
展
す
る
が
、

そ
の
結
果
県
令
の
罷
免
や
地
租
の
減
額
ま
で
か
ち

と
る
と
い
う
極
め
て
注
目
す
べ
き
成
果
を
あ
げ
た

の
で
あ
る
。

⑮
前
述
の
地
租
改
正
反
対
運
動
に
お
い
て
、
豪
農

層
を
あ
ら
た
な
段
階
の
指
導
者
と
し
て
広
汎
な
全

農
民
の
運
動
に
ま
で
高
揚
さ
せ
、
し
か
も
打
ち
と

わ
し
な
ど
の
過
激
な
手
段
を
と
ら
ず
に
言
論
や
請

願
な
ど
に
よ
り
、
粘
り
強
い
か
つ
強
引
な
開
争
を

展
開
し
た
と
と
は
、
明
治
六
年
の
越
前
大
一
撲
に

よ
る
強
力
な
反
対
闘
争
と
も
関
連
的
に
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
さ
ら

に
実
証
的
な
検
考
が
要
請
さ
れ
る
と
と
は
云
う
ま

で
も
な
い
。

〔
追
記
〕

拙
稿
に
お
い
て
十
分
活
用
し
た
新
史
料
『
暴
動
始

終
奏
上
簿
』
(
敦
賀
県
庶
務
課
・
戸
籍
掛
)
に
つ

い
て
は
、
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
(
編
集

委
員
代
表
青
木
虹
二
〔
第
二
期
金
十
巻
〕
三
一
書

房
刊
)
の
な
か
に
、
筆
者
が
校
訂
(
解
題
、
補
註

を
含
む
)
の
う
え
、
そ
の
全
文
を
収
録
す
る
の
で

参
照
さ
れ
た
い
。

(
福
井
県
教
育
委
員
会

指
導
主
事
)
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